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はじめに

1947年に創設された公正取引委員会は、世界で最も古く、最も規模の大きな競争法執行

機関の一つである。しかしながら、1990年代以前には、競争が日本の規制政策に果たした

役割は、一般に大きなものではなかった。規制に対する日本の伝統的なアプローチの諸側

面は、現代的な競争政策の原則に矛盾するものであった。過去10年にわたる日本の改革期

間を通じて、こうした競争政策に対する姿勢は変化してきている。

1999年に、OECDは、日本の競争政策と執行制度を詳細に審査した。1999年審査報告書

は、競争政策のための法制的基盤は健全であり、他のあらゆる政府部門で引き締めが行わ

れているにもかかわらず、執行活動のためのリソース（訳者注：人員等）は増加している

と指摘した。

OECDは、2004年に再び日本の状況を審査し、日本が大きな進展、とりわけ、参入規制

の廃止と競争法適用除外規定の大部分の廃止を成し遂げたことを明らかにした。公正取引

委員会は、今や、規制されたネットワーク産業においてより多くの措置をとることが可能

となっている。公正取引委員会の独立性は、2003年の内閣府への移行により明確化された。

公正取引委員会は入札談合への公務員関与に対処する新しい権限を得、また、競争政策研

究センターという経済分析のための新しい部門を有し、リソースも大幅に増加させている。

リソース増加の大部分は審査及び執行部門に振り向けられている。

競争法の執行を高めることは、今や優先して取り組むべき事項である。公正取引委員会

の主な執行対象は、国内の政治経済における最も深刻な問題の一つである入札談合であっ

た。罰金上限額の引上げによって、制裁は強化されたように見えるが、起訴はほとんどな

されていない。違反行為が繰り返し行われていることは、制度強化の努力にもかかわらず、

抑止力がまだ不十分であることを示している。2003年に独占禁止法研究会が制度の大改革

を提言し、2004年４月には公正取引委員会がそれら提言の多くを実施する計画を発表して

いる。最も重要なのは、課徴金制度の見直しを行うことである。

日本の競争法及び政策

Competition Law and Policy in Japan

©OECD
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反競争的制限と濫用に対する基本
的なルールは何か？

日本の独占禁止法には、反競争的行為に
対し措置を採るいくつかの手段がある。不
当な取引制限禁止の一般規定は、公正取引
委員会が競争事業者間の価格協定と入札談
合に対して適用できる最も強力な規定であ
る。執行措置は、違反行為をやめさせる命
令だけでなく、課徴金、さらには刑事訴追
さえ含むことができる。事業者団体は、競
争事業者間の制限のためによく利用される
ことから、独占禁止法の特別な規定が事業
者団体によって行われる制限を禁止してい
る。不公正な取引方法を禁止する独占禁止
法の規定は、他のほとんどの競争上の問題
に適用される。この規定の下では、立証責
任はより軽いが、公正取引委員会が課すこ
とのできる問題解消措置は(違反行為をやめ
させる)命令のみである。

独占禁止法の「私的独占」禁止規定は、
市場支配力を有する企業による競争阻害を
念頭に置いたものである。ただ、私的独占
事例は、過去50年以上の間にわずか15件し
かない。公正取引委員会は、概して大企業
の濫用行為を、私的独占としてよりむしろ、
不公正な取引方法として取り扱っているよ
うにみえる。私的独占を立証することは、
複雑で負担が大きい。審査終了の時点でも、
有効な問題解消措置をとることは難しいか
もしれない。他方、不公正な取引方法とし
て問題を取り扱えば、執行のリソースを競
争事業者間の問題に残しておくことができ
る。しかし、最終的に違反行為をやめさせ
る命令措置だけで終わるこの取扱いは、罰
金や企業分割ほど、独占的行為の抑制に効
果的ではないかもしれない。

独占禁止法研究会報告書は、支配的事業
者や寡占産業に関し、独占禁止法を改正す
るよう提言した。報告書が提言したように、
同調的価格設定についての独占禁止法規定
の有効性は明らかになっておらず、削除さ
れるべきである。「独占的状態」の再編成や
分割に関する静的で形式的な独占禁止法の

規定は、一度も用いられたことがなく、研
究会はこの規定を廃止するよう提言した。

それにもかかわらず、研究会が提言してい
るように、構造的な問題解消措置を採るこ
とが適切な事件においてはそのような措置
を採る権限を付与することが検討されるべ
き。

「不可欠施設」に対するアクセスを命じる
新たな権限を求める提言は、更なる検討が
必要である。これらの議論に共通する一つ
の状況はエネルギー、電気通信及び運輸の
ような伝統的な「ネットワーク」独占であ
る。ただ、金融サービスからソフトウェア
に至るその他多くの産業における問題も同
じ用語の枠にはめられてしまう可能性があ
る。大体の場合、公正取引委員会は既に
「私的独占」としてこれらを取り扱うことが
可能である。問題とその解消措置の複雑さ
が、この分野における新しい規定の設計を
注意深く進めなければならない理由である。
実際、もし公正取引委員会が独占化行為の
事例（独占禁止法第３条事例）を積み上げ
たならば、この目的達成のために何を立案
すべきか根拠となる幅広い運用上の経験が
蓄積できるであろう。公正取引委員会は、
こうした状況における「私的独占」の解釈
に関する指針を作ることで、こうした（事
案蓄積）のプロセスを促進することができ
るかもしれない。

公正取引委員会は、事業者間のカルテル
と入札談合にその執行の力を注いできた。
公正取引委員会は、規制緩和が進められて
いる分野、高度な技術や知的財産権の問題
に係る分野、社会的規制に関する分野の新
しい諸問題に遅れず取り組もうと努力して
いる。しかし、以前からある伝統的な問題
が、なお公正取引委員会の執行活動の中心
のままである。最も多い公正取引委員会の
執行措置の対象は建設業における入札談合
行為であるが、公正取引委員会が受け取る
最も典型的な苦情は、過度の値引き（「過当
競争」についての競争業者からの苦情）に
ついてのものである。
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あからさま（ハードコア）な違反
を抑止するためにはどのような制
裁にすべきか？

日本の執行制度では、さまざまな制裁が
可能である。公正取引委員会は価格に影響
を及ぼす違反行為に対し、（是正命令と共に）
課徴金を課すことができる。課徴金は、制
限を行った商品の売上高の一定割合として
算定される。その算定率は法律で定められ
ており、公正取引委員会は同算定率を変え
る裁量を有していない。売上高の６％であ
る現行の算定率は、国際的な標準に比べて
低く見える。抑止力は、中小企業や小売業、
卸売業に対する軽減措置で更に弱められて
いる。また、1999年から2000年以降、課さ
れた課徴金の年間合計額は大幅に下がって
いる（184億3300万円から2002年にはわずか
27億円に）。

刑事罰を科すこともまた可能である。た
だ、実際に実質的な刑事制裁を課すことへ
の裁判所の躊躇は、見かけより抑止力を弱
めている。法人に対する最高５億円の罰金
額は、多くの国又は地域で現在価格カルテ
ルに対して科されている罰金より、かなり
低いものである。個人の違反者に対しては、
三年以下の懲役と500万円以下の罰金を科す
ことが可能である。懲役が科されることは
稀で、執行は常に猶予されてきた。独占禁
止法違反で牢獄に入った者は誰もいない。
これら理論的な罰則の実際の抑止効果を確
認することは困難である。刑事事件とされ
る事例はほとんどなく、企業や個人に対し
てはめったに罰金は科されていないからで
ある。1990年以降、七事件で罰金を科され
た。一つの事件で全ての被告に科された罰
金額合計の最高額は４億6000万円、一人の
被告に対する最高罰金額は１億3000万円で
ある。これらの罰金は航空燃料入札談合に
対して科されたものであるが、その額はこ
のカルテルによる推計損失額490億円の１％
にも満たないものであった。課徴金は、わ
ずか６％の算定率でも、罰金よりはずっと
高額になり得るので、現行の刑事罰より大
きな金銭的抑止力がある。

実際に適用される制裁は、あからさま（ハ
ードコア）な違反を抑止するのに効果的な
ものでなければならない。特にもし刑事訴
追が稀なものであり続けるならば、課徴金
ははるかに高いものであるべきである。

公正取引委員会の４月の発表は、現在の
算定率の二倍程度に引き上げることを提案
している。その算定率は依然として違反行
為に係る売上高だけに適用されるものであ
る。中小企業や卸売業、小売業に適用され
る算定率も引き上げられるが、それは、基
本的な算定率より低いままである。公正取
引委員会はまた、累犯者に対する課徴金は
50％加算することを提案している。課徴金
制度を変更する提案は、この制度の論理的
根拠と法制的な根拠に対する議論を呼び起
こした。こうした問題に関する議論が続く
ことで、必要な制裁制度の強化を遅らすべ
きではない。研究会報告書は、現在の算定
率は、違反者の利益、すなわち、不当利得
（the unreasonable profits）を徴収するもの
である、そして、課徴金を違反者が違反行
為から得る利益より高いものとする算定率
の引上げは抑止力を改善すると主張してい
る。違反者が得る利益よりも大きな金銭的
制裁を課すことは、違反行為が発見を逃れ
る可能性(非発見率)を踏まえて調整を行うと
いう抑止力に関する経済理論に整合的であ
る。効果的に抑止する水準に達するために
は、算定率は、６％より大幅に高い必要が
ある。

現在の水準の二倍程度という算定率は、
まだ他の多くの国又は地域の罰金の上限よ
り低いものである。欧州で普通に見られる
制度では、行政制裁は、影響を受けた商品
の売上高だけでなく企業全体の売上高の
10％まで可能である。英国においては、罰
金は違反（上限三年）期間全売上高の10％
まで可能である。いくつかの国では、制裁
は違反行為から得られた利得あるいは違反
行為がもたらした損害に基づき算定するこ
とができる。米国においては、罰金は利得
ないし損失の二倍まで可能である（実際の
利得あるいは損害を基準としない罰金の上
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限は１億米ドルまで引き上げられたところ
である）。ドイツ、ニュージーランドでは、
罰金は利得の三倍まで可能である。

課徴金の水準を二倍にするという提案は、
日本を、最も悪質な濫用行為に対する断固
たる行動の必要性について形成されつつあ
る国際的なコンセンサスにより近づけるも
のである（OECDの1998年勧告とそれに続
くあからさまなカルテル（ハードコア・カ
ルテル）に対する執行についての報告書は
www.oecd.org/competitionで閲覧可能）。あ
からさま（ハードコア）な行為による利得
と損失が著しく大きい可能性があるととも
に、発見や立証の難しさを考慮すると、当
該商品売上高の10％を相当上回る数字が正
当化できるだろう。あからさまなカルテル
（ハードコア・カルテル）から違反者が得る
利得が、通常、最低全体の売上高の10―
15％（加盟国の経験に基づくOECDの調査
による推計）であるならば、当該商品売上
高の10―12％で固定された制裁は低い方だ
ろう。繰り返し違反行為を行う者に対する
わずか50％の課徴金額加算は、彼らの注意
を喚起するのに十分ではないかもしれない。
おそらく、この加算割合は大幅に引き上げ
られるべきである。業種の異なる違反行為
者に対する課徴金算定率の差異を残すこと
は問題である。小規模事業者、卸売事業者
そして小売事業者に対して異なる算定率を
維持する理由は、これら業者に対する執行
の必要性が小さいからではなく、利益率が
小さいので軽い制裁でも十分な抑止力があ
るからとされている。仮にこれが真実だと
しても、これらの特別に低い率（による取
扱い）を維持することは執行を弱める抜け
道を残すことになる。

改正により、より広い範囲の独占禁止法
違反者に課徴金を課す改正も行われてよい。
公正取引委員会は、価格、数量、シェア、
取引先を制限する不当な取引制限、また、
購入カルテル、あからさまなカルテル（ハ
ードコア・カルテル）と同様の効果を有す
る価格に関連した支配型の私的独占に対し
ても課徴金を課すことを提案している。罰

金や課徴金をとりわけ悪質な制限や排除戦
略に課すことは適切だろう。研究会報告書
と公正取引委員会の提案をみると、課徴金
は、競争価格を超えた価格設定をするよう
な単純な市場支配的地位の濫用行為に対す
る措置とは考えられていないことは明らか
なようだ。

刑事執行は機能しているか？

刑事罰の脅威は、まだ違反の抑止に効果
的ではない。わずか六件の刑事事件しかな
かった40年の期間を経た後、公正取引委員
会は、1990年に、刑事訴追を求めることに
よってあからさまなカルテル（ハードコ
ア・カルテル）を厳しく取り締まっていく
ことを表明した。ただ、表明以降も、高い
優先順位にもかかわらず、七件の刑事事件
があったにすぎない。これら七事件におい
ては、90人以上が起訴されたが、その判決
の執行は常に猶予されてきた。裁判所が法
定上限額一杯の罰金を科したことは一度も
ない。抑止が効果的でないことが累犯を引
き起こしている。最近、東京都の水道メー
ターの入札談合事件で有罪判決を受けた会
社は、以前にも有罪判決を受けている会社
である。

水平的なカルテルや入札談合に対して独占
禁止法に基づく刑事罰を確実に適用するに
は、検察の能力が拡充されるべきである。

独占禁止法の価格カルテル行為者を起訴
する能力には制約があるように思える。公
正取引委員会は、現在、毎年多数の入札談
合事件に取り組んでいるが、検察は明らか
に一度に一件の独占禁止法違反行為しか扱
うことができない。航空機燃料入札談合の
刑事事件は、1999年に告発され2004年の３
月になってようやく結審した。その間に、
他の刑事事件一件が告発され確定している。
（ただ、入札妨害や談合についての刑法の特
別な条項による起訴はもっと多く行われて
きている。）

公正取引委員会は、より強い調査権限とよ
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り緊密な検察当局との協力を必要としてい
る。

公正取引委員会は検事総長に対する専属
告発権の裁量を有しているが、公正取引委
員会自身が起訴を行うことはできない。公
正取引委員会の証拠が通常、事件の核にな
る。しかしながら、検察官と（それを補助
する）捜査官はその証拠の多くを手続上の
要請により、改めて押収しなければならな
い。検察は競争に関する事件を取り上げる
リスクに慎重だったようにみえる。公正取
引委員会はこのような懐疑的な見方を覆す
だけの証拠を入手するのが困難である。注
目すべきは、（調査対象者が）公正取引委員
会の調査に応じないことを公正取引委員会
が起訴することができないことである。こ
のような問題にもかかわらず、刑事訴追の
途は引き続き維持されそうであり、研究会
報告書は、刑事執行の手続の幅を広げるい
くつかの法技術的な改革を提言している。
公正取引委員会は、犯則調査のための強制
的な調査手続を認めることと、刑事事件の
第一審裁判権を東京高等裁判所ではなく地
方裁判所とすることを提案している。

課徴金制度、刑事制裁、私的損害賠償の
関係が注意を引いた。研究会報告書は、制
裁の水準を裁量で決定できる「制裁」制度
と、違反者に対して制裁と同様の経済的な
抑止効果を有することを意図しつつ、より
単純でより確実な「行政上の」措置である
算定率が固定された課徴金制度を比較した。
課徴金と刑事罰を区別する一つの方法とし
て、研究会は、課徴金の基礎となる概念を、
不当利得の徴収から、社会全体が被った損
失の回復に変更することを提案している。
同じ事件に制裁と刑事罰を課すことに対す
る反対は、例えば、一方の金額を他方の控
除に適用するといった適切な調整を行うこ
とによって克服することができるだろう。
こうした（調整の）方法として、公正取引
委員会の４月提案は、罰金の半額を課徴金
から控除することを求めている。

リーニエンシー制度は執行を改善
できるか？

公正取引委員会は、正式なリーニエンシ
ー制度の採用を検討してきている。早期に
証拠を提供する違反者に対し制裁を減ずる
ことを約束することによって、秘密裏に行
われる価格カルテルに対する執行をより効
果的に行うことができる。リーニエンシー
は、理論的には、ある企業に対して課徴金
を減免する、あるいは全く課さないという
形態をとるだろう。そのような制度に不可
欠なのは、通常、適切な事件について、執
行当局が寛大となることを許容する、制裁
変更規定である。制裁の変更は、課徴金が
行政措置として固定的なものと考えられて
いるなら、より難しい。独占禁止法には、
税法のような他の分野で適用されている制
裁類似の真の「行政罰金」はなく、日本の
刑法は、通常、このようなリーニエンシー
の活用を認めない。それゆえ、現時点では、
リーニエンシー制度は、課徴金制度の中に
採用されざるを得ないだろう。

この問題に関する研究会報告書提言は、
効果的なリーニエンシー制度にとって重要
ないくつかの要素を含んでいる。公正取引
委員会が審査に着手する前に自主的にその
行為を申告し、その行為をやめた企業に対
する低い課徴金算定率（０もあり得る）を
法律で定める。他の国や地域で発展してき
た効果的リーニエンシー制度と同様に、課
徴金を全額免除されるのは最初に申告した
者に限られることを明らかにする。その後
申告してきた者は協力に応じ幾分かの減額
を得ることができる。公正取引委員会が刑
事告発をしないと約束することで同様の結
果が得られるけれども、課徴金に関するリ
ーニエンシーと刑事罰を科す可能性が矛盾
しないことを保証するため、独占禁止法に
おいても刑事上の義務について明確にして
おく必要があるかもしれない。告発しない
ことを条件にリーニエンシーを個人に拡大
することは、企業犯罪に関する証拠を入手
する手段となり得るであろう。（不正や腐敗
の告発者を雇用主の仕返しから保護する一
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般的な法律が、最近、国会で成立したとこ
ろである。）

リーニエンシー制度はカルテルを発見し抑
止するために必要である。

公正取引委員会の４月発表は、独占禁止
法に定められた条件に基づいて課徴金を全
額免除するあるいは減額する案を含んでい
る。リーニエンシー制度は、日本の執行を
より効果的なものとするだろう。また、日
本の消費者を害する広範囲にわたるカルテ
ルに対処するに当たって他の当局との協力
を促進する可能性がある。他の（OECD）
メンバー国の経験は、一番最初に名乗り出
る者になることが明らかに有利で（したが
って、一番にならないことには非常に大き
なリスクがある。）、審査開始後であっても、
（競争当局に対して）名乗り出ることにある
程度有利な取り扱いがあることで、いくつ
かのカルテルが、自白争いの中で崩壊して
しまったことを示している。効果的なリー
ニエンシー制度の手続と設計の問題、例え
ば課徴金と刑事訴追の関係、に適切な注意
を払うことが重要である。そして、公正取
引委員会の提案は、こうした問題にかなり
の配慮が払われたことを示している。しか
しながら、最も重要な考慮事項は、執行の
環境である。つまり、リーニエンシーの約
束が効果的な執行ツールとなるのは、（リー
ニエンシーによって）回避される目前の脅
威が、大きく確実なものである場合に限ら
れる。

改革はどのように競争政策を強化
してきたか？

1999年報告書は、規制と法執行において
競争政策をより効果的なものとする多くの
勧告を行った。2004年審査はこれらのほと
んどが実施されたことを明らかにした。各
省庁の市場需給評価に基づく価格設定規制
と参入規制が、トラック、航空、港湾、石
油、建築、銀行、証券、電気通信の分野で
廃止されたことが最も重要である。しかし
ながら、歓迎されない競争から既存事業者

を保護するために他の行政措置が使われる
可能性があるいくつかの抵抗分野も残って
いる。独占禁止法適用除外規定数の減少は、
競争政策の大幅な改革を表している。1999
年に制定された一括法は、不況カルテル・
合理化カルテルの制度、その他の適用除外
制度の長いリストを廃止し、他の多くの適
用除外の範囲を限定した。残っている適用
除外の要件準拠状況、特に中小事業者を対
象とする適用除外の要件準拠状況が監視さ
れるべきである。変革に棹差す当該産業の
慣行・規制的慣行のために、いくつかの業
種では、競争の減少とそれに伴うコスト上
昇の問題が残っている。特定の業種におけ
る問題は、2004年対日経済審査報告書
（OECD Economic Survey of Japan）の製品
市場における競争に関する特別章により詳
細に記述されている。

行政指導に関する1994年公正取引委員会
ガイドラインは依然存在している。2003年
３月の閣議決定は各省庁に公正取引委員会
との協議義務を再認識させた。公正取引委
員会は、この問題を惹起させる新たな重要
案件を報告していない。改革の結果、問題
が少なくなっているかもしれない。あるい
は、市場に介入する省庁が依然として力を
持ち、介入で影響を受けた企業が不平を言
うことになお躊躇していることから、執行
活動でこれらの問題を取り上げることがま
だ難しいのかもしれない。電気通信分野で
は、「競争を促進すること」は今や規制の目
的の一つである。対照的に、電力分野では、
競争促進の原則は規制の目的に含まれてい
ない。トラック輸送とエネルギー分野につ
いて競争を支持する責任を明確に持たせる
こともまた重要である。

2004年５月に新しいガイドラインが公表
され合併審査基準が改定された。また、公
正取引委員会は、合併がより詳細な審査を
必要とするものであるか、または問題解消
措置を必要とする可能性があるか否かを当
事会社に助言する期限を設定して、非公式
なプロセスを明確化した。このような公正
取引委員会の確約は、透明性の向上を狙い
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としており、審査過程の最後に措置の内容
を対外的に説明するとしている。2002年に
は、公正取引委員会が合併当事会社に当該
合併に懸念がある旨を伝え、その結果、当
事会社が合併計画を断念した相談事例を初
めて公表した。

公正取引委員会の活動は目に見えやすい
ものとなり、独立性も高まってきた。公正
取引委員会が2003年に内閣府に移行したこ
とは、政府全体の改革に、公正取引委員会
がより強力な役割を果たす可能性を示唆し
ている。1999年に約束された、(公正取引委
員会と)公式の規制改革過程のより強い関係
は、依然として重要である。公正取引委員
会の独立性のイメージは、より広範なバッ
クグラウンドから委員を任命することによ
ってさらに向上可能だろう。そのリソース
は増加し続けた。2004年の職員数は672名で
あり、2002年から約10％増加した。法曹資
格者も加わっている。公正取引委員会は、
独占禁止法執行には、なお更に数百人の職
員が必要だと主張している。一方、公正取
引委員会には、大学院の学位を有するエコ
ノミストは、まだわずかしかいない。

現在、公的な執行を補う、新たな私的救
済が独占禁止法に基づいて可能となってい
る。消費者や企業は、不公正な取引方法と
事業者団体によって課されている制限につ
いて争うことが可能である。試験に合格し
て新しく法曹資格者になる者の数は増加し
ている。2004年の1500人から、2010年には
3000人とする計画である。新たな法曹教育
制度は法曹資格を得る新しい道を可能とす
る。

競争政策は、明確に消費者を支援
しているか？

1999年報告書は、競争政策は消費者政策
とより明確に関係づけられるべきだと勧告
した。そうした関係は、景品や表示につい
ての規定のような、特別な規定に関する公
正取引委員会の権限の上に構築可能であろ
う。不公正な取引方法（に対する取組）は、

公正取引委員会の任務の重要な一部である。
すべてではないにしても、不公正な取引方
法に対する執行課題の一部は、消費者保護
と関係している。独占禁止法の下で、公正
取引委員会は、「不当に」低い価格による販
売事例を多く取り扱っている。これらは、
典型的には、競争業者の価格引き下げにつ
いての事業者からの苦情である。驚くほど
多くの値引きに対する公正取引委員会の措
置も、競争政策の執行が消費者に利益をも
たらしているという消費者の信頼感を醸成
するものではないであろう。

消費者保護の強化と競争政策との関係強化

日本の消費者は、依然として、政策過程
に反映されるより強い声とより強い法律に
よる保護を必要としている。日本には、依
然として包括的な消費者保護法がない。公
正取引委員会が有している機能を別とすれ
ば、包括的な消費者保護執行機関もない。
消費者問題に関心を有する行政庁や非政府
組織が存在する範囲においては、共通の関
心を認識し協調した行動を採ろうとする何
らかの努力も存在している。日本の消費者
を保護する法と組織は、強化される必要が
ある。公正取引委員会に消費者保護の責任
を持たせることは、公正取引委員会が競争
法を執行する際に消費者利益に焦点を当て
ることを促すことにもなろう。

消費者は、これまでの競争促進的な改革
から明らかに利益を得ている。内閣府は、
規制改革推進三か年計画に含まれているい
くつかの主要な改革を実行することによる
消費者利益の推計を試みた。2003年に行わ
れた最新の推計は、携帯電話、トラック輸
送、国内航空、自動車検査、電力、ガス、
石油、証券手数料、保険、飲食物そして化
粧品や医薬品のように再販売価格が指定さ
れている商品分野の改革の効果を取りあげ
た。内閣府は、これらの改革は総計で年13
兆4300億円、一人当たりで11万2000円の消
費者余剰をもたらしたと推計した。この金
額は、GDPの約４％に達する。この総計額
のほぼ３分の１にあたる３兆9000億円が、
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